
少
し
複
雑
で
あ
る
。
限
度
l

潰
ロ
設
は
、
『
論
衡
』
射
短
篇
・
漢
律
扶
文
な
ど

に
見
え
る
「
居
更
」
を
無
視
し
て
立
論
し
た
も
の
で
あ
り
、
事
寅
を
皐
純
化
し

す
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
卒
の
就
役
様
式
に
つ
い
て
は
、
践
更
・
過
更
・
居

更
お
よ
び
そ
の
根
幹
に
あ
る
更
を
含
め
た
全
鐙
的
理
解
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

本
報
告
は
、
更
卒
制
度
の
中
核
を
な
す
就
役
様
式
に
つ
い
て
再
検
討
を
加

え
、
更
卒
制
度
全
鐙
の
見
直
し
作
業
の
手
掛
か
り
を
得
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ

る。

『
キ
タ

l
ブ
・
バ
フ
リ
エ
』

ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
二
七
年
本
系
寓
本

新

谷

英

治
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一
六
世
紀
初
頭
に
オ
ス
マ
ン
朝
の
海
軍
指
揮
官
の
一
人
ピ
l
リ
l

・
ラ
イ
l

ス
に
よ
っ
て
成
立
し
た
地
中
海
航
海
案
内
書
『
キ
タ
l
プ
・
パ
フ
リ
エ
』
の
篤

本
に
は
二
種
の
系
統
が
あ
る
。
ヒ
ジ
ュ
ラ
暦
九
二
七
ハ
西
暦
一
五
一
一
一
)
年
成

立
と
さ
れ
る
原
本
に
基
づ
く
寓
本
と
、
同
じ
く
九
一
一
一
一
一
(
一
五
一
一
六
〉
年
完
成

の
原
本
に
基
づ
く
篤
本
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
二
三
寓
本
、
九
篤
本
が
知
ら
れ

る
。
報
告
者
は
先
に
九
三
二
年
本
系
の
ス
レ
イ
マ
ニ
イ
ェ
圃
書
館
所
蔵
ア
ヤ
ソ

フ
ィ
ア
二
六
一
一
一
番
寓
本
本
文
の
分
析
を
試
み
た
が
、
こ
れ
以
外
の
九
三
二
年

本
系
諸
寓
本
及
び
九
二
七
年
本
系
諸
骨
岡
本
の
検
討
は
、
同
よ
己
一
穴
与
-
0

・
ω〈三

ω
o
z
n
o
r
ら
の
研
究
は
あ
る
も
の
の
十
分
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

今
般
九
二
七
年
本
系
寓
本
八
貼
の
篤
し
を
入
手
で
き
た
。
こ
れ
ら
の
篤
本
の

形
態
は
け
っ
し
て
一
様
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
章
の
配
列
ハ
叙
述
の
流
れ
)
の

飢
れ
、
脱
落
な
ど
が
起
こ
っ
て
お
り
、
ま
た
全
僅
の
三
分
の
一
程
度
が
九
三
二

年
本
系
の
内
容
で
あ
る
篤
本
も
存
在
す
る
。
知
ら
れ
て
い
る
最
古
の
篤
本
で
あ

る
東
ド
イ
ツ
園
立
圃
書
館
所
蔵
開
『
三
八
九
番
篤
本
は
不
完
全
で
あ
り
、
や
や

時
代
は
下
る
も
の
の
ト
プ
カ
プ
宮
殿
博
物
館
所
蔵
バ
グ
ダ
ー
ド
一
二
三
七
番
篤
本

が
よ
り
本
来
の
姿
に
近
い
。

こ
の
バ
グ
ダ
ー
ド
三
三
七
番
篤
木
を
中
心
に
し
つ
つ
九
二
七
年
本
系
篤
本
の

構
成
、
内
容
を
検
討
す
る
と
、
叙
述
の
流
れ
は
概
ね
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
一
一
六
一
二

番
篤
本
と
同
様
で
あ
り
な
が
ら
、
西
地
中
海
北
岸
匿
域
で
は
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
一
一

六
一
一
一
番
篤
本
と
異
な
り
叙
述
の
逆
行
現
象
が
起
こ
っ
て
い
な
い
こ
と
、
ま

た
オ
ス
マ
ン
朝
領
外
の
港
や
停
泊
地
の
設
明
で
オ
ス
マ
ン
朝
艦
隊
の
波
遣
を

一
意
識
し
た
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
な
ど
、
い
く
つ
か
の
注
目
す
べ
き
事
柄
が
知

ら
れ
る
。
検
討
封
象
の
篤
本
は
僅
か
に
八
寓
本
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
相
互
の

比
較
検
討
及
び
ア
ヤ
ソ
フ
ィ
ア
一
一
六
一
二
番
駕
本
と
の
比
較
に
よ
っ
て
得
ら
れ

た
知
見
は
、
『
キ
タ
l
プ
・
パ
フ
リ
エ
』
の
全
僅
像
解
明
の
手
掛
か
り
と
な
ろ

た
円
ノ
。

一165ー

マ
ス
ウ

l
デ
ィ

I
の
「
黄
金
の
牧
場
』

第
三

J
六
章
を
め
ぐ
っ
て

竹

田

新

『
黄
金
の
牧
場
と
賓
石
の
鎖
山
』
は
、
イ
ス
ラ
l
ム
圏
の
旋
行
に
多
年
を
過

ご
し
た
一
一
一
イ
マ

l
ム
波
の
ア
デ
ィ

1
.
7
2
e
r・
文
人
)
マ
ス
ウ
l
デ
ィ
l
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(ω
ナ
玄
2
6
e
-
九
五
六
年
淡
)
が
著
し
た
、
創
世
か
ら
彼
の
同
時
代
に
及
ぶ

位
界
史
で
あ
る
。
タ
l
リ
l
フ

(
g
t
r
r・
年
代
記
)
で
な
く
、
主
題
別
の
歴

史
叙
述
形
式
を
と
り
、
ア
フ
パ
ー
ル

(
ω
r
z
e
-
「
情
報
」
)
の
代
表
的
作
品
と

い
え
る
。
地
理
な
ど
百
科
全
書
的
内
容
を
含
む

一
方
、
イ
ス
ナ
l
ド
(
M
E
M
E
-

停
承
者
系
譜
)
や
出
山
内
を
あ
ま
り
明
示
し
な
い
。
第
三

l
六
章
〔
こ
の
書
の
最

初
の
ま
と
ま
っ
た
歴
史
記
述
〕
は
、
一
仰
の
天
地
創
造
か
ら
ム
ハ
ン
マ
ド
以
前
の

人
々
〔
イ
ス
ラ

エ
ル
と
ア
ラ
ブ
〕
ま
で
を
扱
い
、
聖
書
的
歴
史
に
、
ア
ラ
ブ
の

捕
開
設
を
加
味
し
、
シ
l
ア
仮
か
ら
見
た
人
類
史
と
な
っ
て
い
る
。

本
田
技
表
で
は
、
こ
の

J
剛
イ
ス
ラ
l
ム
史
。
の
諸
特
徴
〔
ム
ス
リ
ム
の
史
視

と
シ
l
ア
波
の
世
界
観
ほ
か
〕
を
、
タ
パ
リ
l
(
見
』
吋
与
句
。
の
『
諸
使
徒
と

諸
王
の
歴
史
』
〔
同
時
代
の
代
表
的
な
世
界
史
〕
な
ど
と
の
比
較
を
ま
じ
え

て
、
検
討
し
て
み
た
い
。

「
徴
兵
菟
除
」
嘆
願
書
に
み
る

一
九
世
紀
中
葉
エ
ジ
プ
ト
の
農
村
吐
禽

力日

藤

1専

一
八
二
二
年
、
エ
ジ
プ
ト
政
府
は
農
民
の
兵
士
と
し
て
の
徴
設
を
開
始
し

た
。
以
後
、
こ
の
徴
兵
は
、
近
代
的
教
育
制
度
と
並
ん
で
、
図
民
園
家
エ
ジ
プ

ト
の
形
成
に
と
っ
て
根
幹
的
制
度
と
し
て
機
能
す
る
一
方
、
農
業
労
働
力
を
奪

う

「
血
税
」
と
し
て
、
農
民
の
怨
墜
の
ま
と
と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
エ
ジ
プ
ト
で
は
、
村
長
を
含
む
地
方
行

政
官
の
不
正
(
ズ
ル
ム
)
に
到
し
て
、
中
央
権
力
へ
の
直
訴
が
認
め
ら
れ
て
い

た
。
嘗
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
う
し
た
直
訴
の
主
た
る
テ
1
7
の
一
つ
は
「
徴

丘
じ
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
本
渡
表
で
は
、
エ
ジ
プ
ト
園
立
公
文
書
館

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

『
エ
ジ
プ
ト
総
督
『
内
閣
官
房
ト
ル

コ
語
局
文
書
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
幾
つ
か

の

「
徴
兵
克
除
」
股
願
書
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
が
作
成
さ
れ
た
時
代
背
景
、
そ

れ
ら
の
形
式
と
内
容
を
解
説
す
る
な
か
で
、

一
九
世
紀
中
葉
エ
ジ
プ
ト
農
村
の

社
舎
構
造
、
お
よ
び
そ
こ
に
住
む
農
民
の
メ
ソ
タ
リ
テ
ィ
の
あ
り
援
を
少
し
で

も
明
ら
か
に
す
べ
く
努
め
た
い
。

南
宋
の
官
米
調
達
に
つ
い
て

島

居

-166-

康

南
宋
に
お
け
る
上
供
米
は
、
山
富
初
は
北
宋
の
方
式
を
踏
襲
し
、
年
額
約
四
七

O
高
石
に
不
足
す
る
部
分
は
和
雑
に
よ
っ
て
調
達
し
て
い
た
。
し
か
し
紹
興
末

年
(
一
一
六

O
こ
ろ
)
に
雨
税
秩
苗
の
寅
徴
額
三
三
二
高
石
を
上
供
額
と
し
て

固
定
し
た
た
め
、
和
殺
は
上
供
額
と
の
直
接
の
関
連
を
失
い
、
こ
れ
と
並
行
し

て
盟
儲
倉
な
ど
諸
倉
の
備
蓄
目
標
額
に
も
と
づ
き
、
諸
官
司
に
よ
っ
て
随
時
和

濯
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
中
央
の
官
員
お
よ
び
禁
軍
兵
士
に
支
給
す
る

上
供
米
の
飲
額
補
完
を
目
的
と
し
て
い
た
和
雑
は
、
こ
れ
以
後
は
濁
自
に
諸
倉

に
備
蓄
し
、
主
に
賑
済
に
ふ
り
む
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
よ
う
に
な
る
。

南
渡
後
紹
興
末
年
に
い
た
る
三

O
年
ほ
ど
の
関
、
雨
税
秋
苗
の
質
徴
米
は
そ

の
全
額
を
上
供
し
て
い
た
た
め
、
州
豚
に
は
地
方
官
や
兵
員
に
支
給
す
べ
き
財

源
が
な
く
、
と
き
に
寅
徴
額
の
二
O
O
%に
も
及
ぶ
加
耗
米
を
附
加
徴
収
し
て


